
海峡メッセ下関
入居テナント限定特典

海峡メッセ下関 会場使用料 助成制度
海峡メッセ下関の入居テナントが貸会場を使用する場合、会場使用料の 2 割を ( 一財 ) 山口県国際総合センターが助成金として負担します。

詳しくは、( 一財 ) 山口県国際総合センター 総務部にお問合せください。

( 一財 ) 山口県国際総合センター 総務部〔海峡メッセ下関 7Ｆ701 号室　TEL 083-231-5778〕

会場使用料(正規料金) 　　　　　　　(単位：円／消費税1 0%を含む）
午　前 午　後 夜　間

〔 9時 ～ 1 3時 〕 〔 1 3時 ～ 1 7時 〕 〔 1 7時 ～ 2 2時 〕
国際会議場

平日
土日休

8 0 1大会議室
8 0 2会議室
8 0 3会議室
8 0 4会議室
8 0 5会議室
8 0 6会議室
特別小会議室

平日
土日休

全面
東面
西面

 ③入場料が2 ,0 0 0円以上／上記の平日・土日休の額に1 0 0％を乗じた額を加算した額

 ④営利宣伝目的／上記の平日･土日休の額に1 2 0％を乗じた額を加算した額(入場料をとる場合の規定は適用しない)

会 場 名
〔 9時 ～ 2 2時 〕

全　日

海峡ホール

展示見本市会場

イベントホール
 ①入場料が9 9 9円まで／上記の平日･土日休の額に5 0％を乗じた額を加算した額

 ②入場料が1 ,0 0 0円～1 ,9 9 9円まで／上記の平日･土日休の額に7 0％を乗じた額を加算した額

※有料備品使用料、付帯設備使用料は助成の対象外です。




